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核融合戦略有識者会議（第８回）議事要旨 

 
I. 日時 ：令和７年１月２８日（火）１６：００～１８：００ 

 

II. 場所 ：中央合同庁舎８号館８階８１８会議室（オンライン会議併用） 

 

III. 出席者 ：（敬称略）

有識者委員 

篠原 弘道（座長） 日本電信電話株式会社 相談役 

日本経済団体連合会・デジタルエコノミー推進委員会 委員長 

総合科学技術・イノベーション会議 議員 

石田 真一  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 副理事 

尾崎 弘之  神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 教授 

小澤 隆  一般社団法人日本電機工業会 原子力部長 

柏木 美恵子  イーター国内機関（ITER Japan） 

栗原 美津枝  株式会社価値総合研究所 代表取締役会長 

経済同友会幹事（前副代表幹事） 

小西 哲之  京都フュージョニアリング株式会社 代表取締役 

京都大学名誉教授 

   一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会 会長 

近藤 寛子  合同会社マトリクス Ｋ 代表 

富岡 義博  電気事業連合会 理事 

吉田 善章  大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所 所長 

 

政府関係者 

城内 実  内閣府科学技術政策担当大臣 

濱野 幸一  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長 

柿田 恭良  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官 

川上 大輔  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官 

丸山 史恵  外務省 軍縮不拡散・科学部 国際科学協力室長 

堀内 義規  文部科学省研究開発局長 

湯本 正樹  経済産業省イノベーション・環境局イノベーション政策課研究開発専門職 

（今村 亘 経済産業省大臣官房審議官（イノベーション・環境局担当）の代理） 

多田 克之  資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力技術室長 

（畠山 陽二郎 資源エネルギー庁次長の代理） 

奥村 暢夫  環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室室長 

上谷 聡太  原子力規制庁 放射線規制部門 総括補佐 

 

事務局 

馬場 大輔  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官 

山﨑 久路  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官付補佐 

杉本 宜陽  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官付主査 

太田 雅之  内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官付行政実務研修員 
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IV. 議事（開会挨拶を除き非公開） 

１． 開会 

２． 議事 

（１）国家戦略を踏まえた最近の取組について 

（２）国家戦略の改訂に向けて 

（３）産業界を中心とした国内外の動向 

（４）「安全確保の基本的な考え方」について 

（５）その他 

３． 閉会 

 

V. 配布資料 

資料１ 国家戦略を踏まえた最近の取組（内閣府資料） 

資料２ 国家戦略の改定に向けて（内閣府資料） 

資料３ フュージョンエネルギーの早期実現、 

産業化に向けた世界の動きと我が国（小西委員提出資料） 

資料４ フュージョンエネルギーの実現に向けた安全確保の基本的な考え方（骨子案）について 

（近藤委員提出資料） 

参考資料１ IAEA World Fusion Outlook 2024 

参考資料２ IAEA Fusion Key Elements 

 

 

VI. 議事要旨 

開会の挨拶 

〇篠原座長 

フュージョンエネルギーについては、近年、国際競争が激化しており、世界各国が大規模投資

を実施するなど、自国への技術や人材の囲い込みを強めている。特に米国では、昨年、国家戦

略を初めて策定しているが、１２月にはスタートアップシステムのＣｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ Ｆｕｓｉｏｎ Ｓｙ

ｓｔｅｍｓが商業用の核融合発電所をアメリカのバージニア州に建設するという発表をするなど具体

的な動きが出てきている。我が国においても、国家戦略を踏まえた取組が進展しているが、産業

化の早期実現に向けて一層の加速が必要な状況ではないかと思う。 

本日はまず、事務局から国家戦略を踏まえた最近の取組を御報告いただいた後、国家戦略の

改訂に向けて特に産業育成戦略について国内外の動向を踏まえつつ議論したいと考えている。 

その後、産業界を中心とした国内外の動向について、小西委員からＪ－Ｆｕｓｉｏｎの活動状況を

含めて御報告いただく。 

また、安全確保検討タスクフォースの主査を務めている近藤委員から、これまで第８回にわた

るタスクフォースでの議論を踏まえ、安全確保の基本的考え方の骨子案についても御説明いただ

く。 

是非、幅広い御経験を持つ皆様と国家戦略の改訂を目指して集中的に議論したい。 

 

 

（１）国家戦略を踏まえた最近の取組について 

資料１に基づき、馬場参事官より説明。 

表紙に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略～国家戦略を踏まえた最近の取組～」と表示

されているページに資料に基づいて御説明させていただく。 

 １ページ目は目次で、フュージョンエネルギーを巡る環境の変化として主に４点、また、国家戦略

を踏まえた最近の取組として５点、前回８月以降の主な動きを中心に御紹介したい。 

 ２ページ目を御覧いただきたい。こちら前回も御説明した図になるが、諸外国の動向として各国
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が国策としてフュージョンエネルギーを推進しているということは皆様御承知おきのことかと思う。

アメリカにおいては、初めて国家戦略となるものを発表し、また、イギリスにおいては、２０２１年に

策定した戦略を２０２３年に更新し、２０４０年までに原型炉に相当する「ＳＴＥＰ」というものを建設

するため実施主体ということを設立している。また、ドイツにおいても、国家戦略を２０２４年に策定

し、中国においては、右下の写真のとおり、大規模試験施設群「ＣＲＡＦＴ」というものを２０１９年に

建設を開始している。また、ＩＴＥＲについては昨年６月にＩＴＥＲ機構から計画のスケジュール・コス

トを定める基本文書「ベースライン」の更新の提案があった。また、この後御紹介するが、Ｇ７サ

ミットにおいてＧ７作業部会の設立やＷｏｒｌｄ Ｆｕｓｉｏｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｇｒｏｕｐの創立なども成果文書に

盛り込まれている。 

 ３ページ目がこの一、二か月の動きとして最新のトピックを御紹介したい。 

 まず一番上、先ほど篠原座長の御挨拶にあったが、ＣＦＳ（Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ Ｆｕｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅ

ｍｓ）という世界でも最も大きいと言われているスタートアップの会社が今回バージニア州に初めて

の商業発電所を造るということを発表している。彼らの発表によれば、１００以上の候補地の中か

ら２年以上掛けて選定し、バージニア州の知事含めて積極的な連携を図っているとのこと。更に

地元のユーティリティであるＤｏｍｉｎｉｏｎ Ｅｎｅｒｇｙ社から土地をリースし、技術的な知見を提供する

などの発表が先月行われていた。イギリスにおいては、今月Ｐｌａｎ ｆｏｒ Ｃｈａｎｇｅということで、新

しい政権の下、フュージョンエネルギーについて大型の投資というものを発表した。こちらについて

も我々も前政権においてＢｒｅｘｉｔの後、フュージョンについて活発な動きをしていた中、新しい政権

の動きについて注目していたところであるが、今回、施設整備や人材育成などについて支援をし

ていくということを発表している。特に注目すべき動きとしては、先ほど申し上げた原型炉に当たる

ＳＴＥＰの２０４０年までの建設に向け、業者の選定プロセスが進展しており、ショートリストみたい

なものを発表している。また、発表の中ではイギリス中部にあるノッティンガムシャー州の石炭発

電所のあった土地に建設予定とする中で、新たな雇用を生み出すということを強調しているところ

が印象的であった。中国、先ほどのＣＲＡＦＴと同じ場所にある超電導プラズマ実験装置「ＥＡＳＴ」

というものが１６分間、約１，０００秒を超える閉じ込めを記録したということを今月発表した。このＥ

ＡＳＴにおいては、２０２３年４００秒を超えたという世界記録を有している中で、今回１，０００秒間

のプラズマ維持に成功したことは、フュージョンエネルギーによる発電に向けた大きな進展である

ということを中国の発表で説明された。 

 このような形でこの一、二か月見ただけでも、各国様々な動きがあるというところを御紹介した。 

 加えて４ページ目、ＩＴＥＲ理事会、これも１１月に開催されているもので、最新の動向として簡単

に御報告したい。議事のポイントとして、各極及びＩＴＥＲ機構において、機器の製造や組立て、据

付け等が進展しており、７月に式典を開催した。トロイダル磁場コイル、これは日本と欧州が担当

し、三菱、東芝が納入したものに続いて、ダイバータ機器等、規制当局との建設的な意見交換が

続いているという報告がされている。 

 ベースラインの更新については、２０３５年核融合運転を実施するといったベースラインの今回

の提案について、理事会において全体的なアプローチを支持するとのこと。一方、ＩＴＥＲ機構に対

してリスクの低減やコストの最適化のための努力を継続することを要請している。 

 ５ページ目は前回も御報告した記念式典の内容になる。こちらについては、当時の盛山文部科

学大臣から日本のものづくりの力が存分に発揮されたということも申し上げている。 

 ６ページ目、Ｇ７プーリア・サミットの成果文書については、これも前回御報告したかと思う。気

候・エネルギー環境大臣会合、科学技術大臣会合、そのような議論も踏まえて、今回恐らく初めて

Ｇ７の首脳成果文書においてフュージョンエネルギーの記載が盛り込まれた。主な内容としては、

Ｇ７としてフュージョンエネルギーに関する作業部会の設立をすること、規制に対する一貫したア

プローチに向けて取り組むこと、また、世界フュージョン・エネルギー・グループ「Ｗｏｒｌｄ Ｆｕｓｉｏｎ 

Ｅｎｅｒｇｙ Ｇｒｏｕｐ」の創立閣僚級会議をローマで主催するという内容が明記されている。 

 そのようなことを踏まえて７ページ目、昨年１１月に今回のＧ７首脳成果文書において言及された
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「Ｗｏｒｌｄ Ｆｕｓｉｏｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｇｒｏｕｐ」の創立閣僚級会合がイタリア・ローマで開催された。こちらＩ

ＡＥＡ事務局長の開会挨拶の後、各国の声明が行われ、日本からは当時の今枝文部科学副大臣

より国家戦略を踏まえた取組を紹介するとともに、国際連携強化の意志を表明した。午後は三つ

のパネルが行われたが、本日参画いただいている小西委員も御参画いただくなど各国の研究機

関やスタートアップのＣＥＯ等が登壇し、活発に議論が行われた。 

 これに先立って１１月４日には、フュージョンエネルギーに関するＧ７の作業部会の初会合も開催

された。こちらについては、内閣府の川上審議官に加えて、吉田委員にも参画いただき、Ｇ７とし

て優先的に取り組むべき事項について議論が交わされた。 

 ８ページ目、このＩＡＥＡのワールドエナジーフォーラムで二つの文書が発表された。特に「Ｆｕｓｉｏ

ｎ Ｋｅｙ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ」については、我々国家戦略の改訂に当たっても参考になるような共通のビ

ジョンが示されていたので、参考に御紹介したい。 

 この６つの「Ｆｕｓｉｏｎ Ｋｅｙ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ」、１つ目が研究・開発・実証で、フュージョンプラントの実

証と展開を加速し、サプライチェーンを発展させるためには、研究開発への継続的支援が不可欠

という点。 

 ２つ目、産業化に当たっては、明確な法令・規制・知的財産権の枠組みが必要ということ。 

 ３つ目、安全・セキュリティ・不拡散の観点では、この核融合、フュージョンについては連鎖反応

が起きず、即時に停止するといった固有の特徴を考慮し、リスクに見合うものである必要であり、

また、国際協働、エコシステムの急速に変化する中、国際協力は更なる進展が必要な領域の対

応等不可欠だということが記載されている。 

 ５つ目、関係者の役割に関しては、政府、規制当局、研究機関、アカデミア、民間企業、国際機

関、非営利団体、それぞれにページを割いて協調して取り組む必要があるという説明がある。 

また、公衆関与、アウトリーチ、コミュニケーションに関しても、フュージョンエネルギーの可能性

を効果的に発信することは公衆の支持を確保する上でも重要だというようなことが記載されている。 

 今回こちらの内容を御紹介させていただいたのは、議題４で扱う安全確保の基本的考え方にお

いてもＩＡＥＡの議論として、特に３番目、５番目、６番目なども参考にさせていただいたので、この

場でも御紹介させていただいた。 

 続いて２番目、国家戦略を踏まえた最近の取組として５点御紹介したい。 

 １０ページ、これも前回御紹介した。政府としてはこの６月に新しい資本主義の実行計画を閣議

決定している。こちらの内容で１番目から５番目に書いている内容について、この後御紹介したい。 

 まず１つ目、実証試験設備群の整備について。１１ページ目に実規模技術開発のための試験施

設・設備群の整備について記載しているが、この実証試験設備については、国際競争が激化され

る中、発電実証への寄与が高く、特定のユーザーの用途だけではなく、アカデミア・民間企業等か

らも幅広く活用される設備を優先して整備するということで、今年度補正予算２００億円を計上して

いる。 

 下に記載されているものが全て措置されるというわけではないが、例えば磁場閉じ込め型に当

たっては、石田委員からも前回、前々回に、燃料分析装置、安全装置、安全試験設備について設

計費などを計上させていただいたり、右側、磁場閉じ込めの部分、これもフュージョンサイエンスヒ

ルズ構想ということで吉田委員からプレゼンがあったが、この図の中だと計測であったりとか、プラ

ズマ実験システム、そのような措置されている。また、あわせて様々な可能性を応援する挑戦を支

援する観点から慣性閉じ込め型、大阪大学レーザー科学研究所、そういったところの設備につい

ても今回整備をしている。 

 １２ページ目、こちらは既に御存じの方も多いと思うが、海外の投資家向けに日本における

フュージョン装置はどれだけあるのかをＩＡＥＡのＦｕｓｉｏｎ Ｄｅｖｉｃｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍから引

用したものになっている。右側に国ごとの数が記載されているが、日本はアメリカに次いで２番目、

２６個の施設設備が既にあり、プランニングされているというものになっている。これを海外向けに

は、日本においてはこのような様々な設備があるというところを最大限に生かし、投資を促してい
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きたいという観点でこのような図も作成した。 

 １３ページ目に、特に主なフュージョン装置として、ＱＳＴ、核融合研、また大学の大きな設備につ

いても御紹介させていただいく。前回、城内大臣、この会議の後だったと思うが、量子研、那珂研、

ＪＴ－６０ＳＡを視察いただき、城内大臣から、設備の老朽化部分については、しっかりとリノベー

ションなりをしていかないといけないだろうというコメントもあった。我々としては日本が持っている

装置についても最大限活用していきたいと考えている。 

 続いて１４ページ目、ムーンショット目標の関係である。ＣＳＴＩで決定したムーンショット目標１０、

フュージョンエネルギーに関する目標に関して国際ワークショップを開催するなど様々な取組を進

めてきたところであるが、この度、昨年１０月にＪＳＴで公募実施し、プロジェクトマネジャーを決定し

た。もともとＣＳＴＩの会議でもどのぐらいの申請があるかという懸念があり我々も心配していたが、

結果的に４７名の応募があり、書類・面接選考を経て、以下に記載の３名を採択した。この３件に

ついては来月２月１４日のキックオフシンポジウムで、どのような内容で取り組むのかについても

発表をすることを予定している。加えて、もともとムーンショット目標については、７件程度を採択す

る予定で公募を行った。結果的に３件の採択にとどまっている。そのため２回目の公募も、この有

識者会議の議論も踏まえ、国家戦略の改訂を見据えて検討していきたいと考えている。 

 １５ページ目に次回の目標１０、次回の公募に向けての期待ということを記載している。下に第２

回公募に向けてについて記載しているが、こうした内容については次回の２月の有識者会議にお

いて、プログラムディレクターも兼ねている吉田委員の方から報告いただきたいと思っているが、

我々としては第２回公募に向けては国家戦略の改訂を見据えて検討していきたい。その際には本

日もこの後の議論にあるが、実証に向けた技術の統合、世界に先駆けた発電実証の達成や多様

な社会実装に向けた統合技術用途の実証をお願いしたいという部分やマイルストーンを設定する

ことによって挑戦を促すこと、更には国研との連携、これは先ほど御説明した設備の整備を我々、

ＱＳＴ、核融合研、大学等にしており、このようなところを最大限生かしていくという意味合いで連携

を促していきたいと考えている。このようなことについては、２回目の２月の有識者会議でも議論を

深めていければと思う。 

 続いて１６ページ目、国際戦略である。ＩＴＥＲ、ＢＡに加えて多国間、２国間の連携を強化するべ

く日米、日欧プレス声明、共同声明なども発している。今後、この図のとおり、イギリスやカナダ等、

必ずしもこれまでフュージョン、例えばＩＴＥＲに加わっていなかった国、抜けてしまった国、そのよう

な国もウィン・ウィンの関係が、お互い補い合えるような関係ができるように対話を重ねていきたい

と考えている。 

 特に１７ページ目にあるが、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎ、産業協議会と連携した国際戦略の観点を申し上げれ

ば、例えばアメリカとは昨年３月に大使館でイベントを開催し、イギリスでは在京のイギリス大使館

でのイベントを開催した。また、先ほど投資家向けのイベントと申し上げたが、Ｆｕｓｉｏｎ Ｘ Ｉｎｖｅｓｔ

というイギリスの会社の主催により、ロンドン、ボストンに次いで東京で初めて開催された会合で、

私もプレゼンしたが、写真に載っているとおり、国内というよりはむしろ海外の投資家がたくさん集

まった。このようなところともうまく連携することによって、国際連携、投資の呼び込みを我々として

も図っていきたい。 

 なお、記載していないが、アメリカにおいては、来月末、２月２７日だったと思うが、在米大使館、

ワシントンＤ．Ｃ．の方で同じようなイベントを開催する。また、３月４日には、今度はロンドンの在

英日本大使館でも同じようなイベントを開催し、産業界も連携するような取組ということを政府とし

ても後押ししていきたいと考えている。 

 続いて１８ページ目である。安全確保検討タスクフォースについては、議題４で近藤委員から詳

しく御説明いただくので、簡単に御紹介したい。第６回有識者会議でタスクフォースを開催すること

を決定しいる。 

 １９ページ目に、委員の名前を記載しているが、本有識者会議の近藤委員、富岡委員にもお願

いをして議論を重ねた。 
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 ２０ページ目、２１ページ目、２２ページ目に第６回の有識者会議の主な指摘を記載した。国家戦

略を起点にして議論すること、放射線のリスクから人の生命と財産を守らなければならないこと、Ｉ

ＴＥＲＴの情報も収集して日本としてのよりよい安全規制を作ること。また、各国のイニシアチブを

取りたいという中で、日本としてもしっかりと取り組む部分ということが強調されていた。 

 その中、２３ページ目に第１回の安全確保検討タスクフォースでは、以下の７点に基づいて議論

を重ねた。国家戦略を起点とすること、社会的に受容されること、特徴に見合った科学的・合理的

なものであること、安全規制を早期に検討すること、ステークホルダー間で協働すること、国内に

おける過去の検討や現在の法体系を踏まえて検討すること、更にはＧ７、ＩＡＥＡ等の連携を図りつ

つ、国際協調の場を活用する必要性があることを第１回でタスクフォースで合意しながら議論を重

ねた。 

 詳細については議題４で御報告したい。 

 最後、エネルギー基本計画の内容になる。前回、位置付けの必要性について御意見もあった。

現在、経済産業省の審議会、調査会での議論も踏まえてパブリックコメントなどが行われている。

フュージョンエネルギーについてはフュージョンエネルギー・イノベーション戦略を踏まえ、早期実

現と産業化を目指し、ＩＴＥＲ、ＪＴ－６０ＳＡで培った技術や人材を最大限活用し、技術成熟度を高

めるべく、スタートアップを含めた官民の研究開発力を強化する、世界に先駆けた発電実証を目

指し、原型炉開発と並行して多様な方式の挑戦を促すとともに、科学的に合理的で国際協調した

安全確保の検討に取り組むということが現在の案では記載されている。 

 国家戦略を踏まえというところ、今回の改訂された後でもこの「踏まえ」は生かされると思うし、

我々この有識者会議でも議論されてきた理念はしっかり盛り込まれていると事務局としては理解

している。 

 今回、８月以降の内容を中心に国家戦略を踏まえた取組として御紹介した。海外も様々な動き

が行われる中で、今回の戦略の改訂という議論、重要な節目を迎えていると事務局としては理解

している。 

 

 

（２）国家戦略の改訂に向けて 

資料２に基づき、馬場参事官より説明。 

１ページ目、フュージョンエネルギー・イノベーション戦略の加速案を御覧いただきたい。御記憶

あるかと思うが、前回８月に行われた際に配付した資料になる。現在の国家戦略の３本柱、すな

わち左からフュージョンインダストリーの育成戦略、フュージョンテクノロジーの開発戦略、フュー

ジョンエネルギー・イノベーション戦略の推進体制等、この３本柱に沿った加速案として、今後の戦

略改訂に結び付けていくか、議論の発射台として事務局で提示させていただいた。 

本日は、この議題にも関わるが、左上の特に産業協議会、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎとの連携、また安全確保

の基本的な考え方、この部分が産業育成戦略においても重要だと考えているので、今回は①、１

本目の柱について議論し、２月は右側のテクノロジーの開発戦略、３月はイノベーション戦略の推

進体制について議論を重ねていきたいと考えている。 

前回８月もこの資料を御覧いただいた後、活発な議論が行われた。事務局で２ページ目以降に

主な指摘として３本柱に沿ってどのような話があったか振り返りも兼ねて御紹介したい。 

まず、産業育成戦略に関して、フュージョンエネルギーは非常に裾野が広い産業を抱えている

こと。産業界がしっかりついてこれるように強烈なリーダーシップを政府に期待するという話。技術

マップを使って早く特定することは重要だということがあった。また、４番目、この後の小西委員の

プレゼンにも関わるが、統合技術が主導権を握る、時間軸での視点は官と民で異なるという話。

民間主導の開発計画への支援という話があった。 

改めて議事録を我々も読んだが、サプライチェーンの構築についても先生方から御指摘が強く

あった。産業として成立するためにはサプライチェーンの構築が不可欠であるとのこと。我が国の
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ものづくりの技術が世界的に非常に注目されている、期待されている。一方で、他国から見たとき

に、サプライチェーンを埋めるのに絶好の材料として草刈り場になりつつあるという懸念の声も

あった。また、各国フュージョンのサプライチェーンをいかに自分の国の支配下において対応して

いくかというところで、政策も大分変わりつつあるのではないかという御指摘もあった。 

３ページ目、テクノロジーの開発戦略の観点では、以下の指摘があった。これは篠原座長から

の御指摘だったと思う。グローバルな連携は必要になるが、単に連携すれば良いというものでなく、

戦略的不可欠性の技術や戦略的自律性の技術が何か、日本自身、有識者会議としてもしっかり

認識した上で取り組むことが大事ではないかという話があった。 

原型炉の実現に向けた基盤整備としては、民間企業の参入モチベーションという意味では、原

型炉の存在は非常に重要だという話があった。ロードマップを極力早期に明示することが望ましい。

加えて世界の動向、先ほどお話ししたイギリスや中国等、世界の動向を調査し、具体的な目標を

決定する必要があるという話が出た。これについては恐らく２月、石田委員の方から現在ＱＳＴを

中心に検討している内容についても話題提供していただくということを予定している。 

ＩＴＥＲ、ＢＡを通じたコア技術の獲得に関しては、２０２５年、ＤＤ核融合反応を維持するというこ

とになっているものの、このＩＴＥＲの実績をどう原型炉などに反映するか、できるか、そのような時

期も考慮する必要があるだろうとのこと。また、ＩＴＥＲと原型炉の間の技術的ギャップを埋めるため、

工学Ｒ＆Ｄに早く着手することが非常に重要という話も、石田委員のプレゼンの中でも御指摘され

たと思う。加えて柏木委員だと思うが、ＩＴＥＲの工程改定があり計画が大幅に見直しされて、ＤＤ

核融合運転開始時期に影響を与えないものの、工程が密になっているとのこと。コア技術の獲得

に大きな影響はないものの、改めてＩＴＥＲに対する戦略の再確認は必要ではないかという御示唆

もあった。 

４ページ目、スタートアップを含めた官民の研究開発力強化については、時間軸の違い。また、

日本の強みはＪＴ－６０ＳＡに加えて様々な炉型を有する設備を有している中で、ＩＴＥＲとＪＴ－６０

ＳＡを通じ、直ちにある程度の炉建設が開始できる技術を有していること。スタートアップやムーン

ショットで革新的技術を期待しつつ、確実な技術に基づく路線を有効利用することで、世界に先駆

けた発電実証を目指すことなどが考えられるというような御指摘もあった。その中、日本として２０

３０年を目標とした場合、トカマク炉の早期実現、革新的技術の育成、高度な炉を目指す３本柱と

するのか、戦略を改めて整理し、仕掛けの見直しが必要ではないかという御指摘があった。 

ムーンショット型研究開発制度においても第２期の公募に向けては、マイルストーン方式を具体

的に議論する時期に来ているのではないかということ。また、今回４７件の提案があった中で、

ムーンショットの応募内容を分析し、改めて活用できるような技術、産業界へ広がる技術を抽出す

ることは非常に有益なのではないか。こういったことも次回２月に吉田委員などからも御報告いた

だければ有難いと思っている。 

今回、経済対策で予算措置しているが、共用施設の利用提案型が検討してはどうか。これは実

際ムーンショットの今回の提案においても新しく設備を導入する、作るというような提案が幾つか

あった中で、ゼロから作るというのではなく、今ある設備を最大限活用した方が良いのではないか

という問題意識も踏まえて、経済対策の措置をさせていただいているところである。 

次の５ページ目、国家戦略の推進体制の部分である。今回の国家戦略の改訂に当たっては、

国際環境が大きく変化する中、社会実装につながるための戦略の改訂が求められているのでは

ないかという部分。また、実施体制においても研究炉の開発、設備についてはＱＳＴが主体となっ

ていくことは有力な案として考えられる一方、成果の民間移転、利活用、人材育成は民間を巻き

込んで行う必要があることから、仕組みを構築することが肝要ではないかという部分。ＱＳＴが中

核として役割を果たすべきではないか。また、分野の壁を越えが学際連携、他分野への巻き込み

が有効ではないかという御指摘があった。 

イノベーション拠点化については、安全試験施設などの実規模技術開発のための基盤を整備

することにより、産業界による新たな技術の創出や様々な炉型の研究開発にも貢献可能ではない

か。このような御指摘も踏まえて今回設備整備を進めているところである。また、各国が独自の研



8  

究開発計画、これは恐らく中国やイギリスが念頭になると思うが、国際協力を視野に入れつつも、

国際競争の観点から日本の優位性を確保するために、自国に試験施設を保有することが重要で

はないかという話。 

また、放射線物質を扱う施設など、人材や知見も含めて有効に活用することが重要であること。

試験サイトを公募するなど広がり・夢のあるフュージョン産業の地域的拠点があれば、我が国が

十分リードすることができるというような御指摘もあった。先ほど御説明したとおり、こういった研究

基盤、日本も有している中で、リノベーション・アップデートすることがリーダーシップを維持・発揮

することが可能ではないかという御発言もあった。 

６ページ目、今後の予定、主な論点をまとめている。先ほど申し上げたとおり、例年６月に予定

されている統合イノベーション戦略の閣議決定、この会議自体も統合イノベーション戦略推進会議

の下に設置されているが、６月の閣議決定のタイミングを見据え、有識者会議を１月以降、毎月開

催する方向で検討してはどうかと考えている。既に２月以降の予定についても仮でお伝えしている

ところだが、今回は産業育成の観点で議論していくが、２月は技術開発、３月は推進体制の観点

で議論し、４月、５月と具体的な御質問についても議論していければと思う。 

主な論点としては、先ほど御説明した内容、また事前に先生方とディスカッションしている中で

提示された観点を踏まえて事務局として考えた論点は以下のとおりになる。 

２０３０年代に発電実証を目指し、バックキャストによる工程表、具体的に何が必要なのかという

ところを明確化していくことがまずは大事だと思う。 

原型炉実現に向けた基盤整備の加速においては、実施主体というところも先生方からも速やか

に具体化していくことが必要ではないかということも繰り返し御指摘あった。 

マイルストーン型プログラムについても、尾崎委員、小西委員からも重要性について御指摘

あったし、また研究基盤の活用によるイノベーション拠点化においては、単に科学技術の観点だ

けではなく、地方創生や産業拠点の観点も重視して取り組んでいくべきではないかという御発言も

あった。 

日米、日欧共同声明なども踏まえながら、多国間・二国間の連携を強化。これは国際連携が単

に大事ということではなく、日本の強み、技術安全保障の観点も意識しながら取り組んでいきたい

と考えている。そのためにも内閣府が政府の司令塔ということは重々その役割を果たしていきた

いと思うが、本日お集まりいただいている関係省庁も一丸となって推進していきたいと考えている。 

７ページ目、柏木委員が前回プレゼンしていただいた内容を書いている。これまで２０３０年の

発電実証に向けては、従来の高い目標、これはいわゆる赤色のところがＪＡ ＤＥＭＯと言われて

いるものでした。これについてはＩＴＥＲの１．４倍のサイズで、エンジニアリング的にもコスト的にも、

またタイミング的にも難しいという中で、今、ＱＳＴを中心に黄色の部分、ＩＴＥＲと同じサイズでこれ

が達成し得るのかということを検討いただいた。あわせてムーンショットやパイロットプラント、その

ような動きがある中で、どう官民の研究開発力を日本の力をうまく生かしながら取り組んでいきた

いと考えている。 

この山の絵については、次のページに新しい絵も作っている。現在、ＩＴＥＲ、ＢＡ、原型炉からの

発電炉、商用炉というところが主なメインストリームとして取り組んできた中、ムーンショット型研究

開発制度などで多様な社会実装を促すことで、幅広い方々、研究者、有識者、産業を巻き込んで

取り組むというのがこの図で表しているところである。 

ただ、この山自体がまだまだチャレンジングなところがある中で、９ページ目にあるとおり、我々

としては官民連携も促すことで、このチャレンジ促進を促していきたい。 

先ほど御説明したとおり、アカデミア、民間企業から幅広く活用されるような実証試験整備を優

先して今回整備することにより、国研等との連携も促進し、発電実証の達成や多様な社会実装に

向けた用途の実証を目指していきたい。その際、官においては、右下にあるようなシェルパ、道案

内人というわけではないが、様々な民間の活力を促す意味でも連携を促したいし、また、ベース

キャンプ的に書いた発電実証という部分も、何とか世界に先駆けて実現できるような支援策も取り

組んでいきたい。 
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最後、１０ページ目である。フュージョンエネルギーの早期実現と産業化に向けて、先ほど申し上

げたとおり、９月、石破当時総裁候補がＱＳＴの那珂研に視察している。研究開発と研究者養成の支

援をともに充実させる必要性を訴え、両面から政府としての支援を更に強化していきたい。世界に先

駆けた発電実証に向けて必要と思われるものは政府として躊躇なく出していかないといけないという

発言もされた。 

先週金曜日、報道でも御案内かと思う。国会が開会し施政方針演説も行われている。「楽しい日

本」というキャッチャーなところだけが報道されているが、下に書いてあるとおり、科学技術・イノベー

ション基本計画の改定を進め、フュージョン等の戦略分野での投資を促していくという発言もあった。

我々としても政府、総理のこのような発言も踏まえながら、今回、国家戦略の改訂を先生方の御議

論を踏まえながら進めていきたい。特に何が必要なのか、そういった取組についても具体化していく

ことで世界に先駆けた取組を実現していきたい。是非御指導のほどよろしくお願いしたい。 

 

（意見交換） 

○石田委員 

資料２の２ページに書いてある「統合技術が主導権を握る」ということについて言えば、システムと

して一つちゃんとしたものを作るということが非常に大事である。 

それからもう一つ、下の方にある「サプライチェーンの構築」が書いてあり、サプライチェーンという

のはどちらかというと、産業界側の目線かなと思った。いろんな部品を調達するとか資源とか、その

ようなものをしっかりとシステム統合に調達していくと考えると、この統合技術の主導権に重要なの

は、バリューチェーンをしっかり構築しないといけない。これはどちらかというと、自動車やスマート

フォン等、それを製作しているメーカーに売れるものを作るということが求められているのと同じで、

開発主体である我々が良いものを作らねばならない。先ほど国際競争で各国が、それからスタート

アップがいろいろなアイデアを出されている中で、我々もしっかり国際競争力のあるもの、バリューの

あるもの、そのようなものを出していかないといけない。その中で原型炉の小型化というのは一つの

ストラテジーだし、そのようなことがバリューを高める役割を担っており、例えばブランケットについて

はＴBMでＩＴＥＲの他極と競争しようとしている。そのようなことからバリューチェーンの構築は大事だ

と思っている。 

 

○小澤委員 

戦略に従い国の予算が付き、この後、小西委員から産業界の動向について御紹介いただけると

いうことで大変興奮している。 

全般的な話として四つほど整理すると、一つ目は、この議論で、毎度毎度冒頭からカーボンニュー

トラルというキーワードから始まっている。したがって、エネルギーを生み出して使うというところは

ターゲットになるので、その辺を意識する必要がある。先ほど紹介していただいたエネルギー基本計

画にもフュージョンエネルギーについて書いてあったので、その上で着実に進めていく必要がある。

このエネ基策定の段階でもいろんな御指摘があったと思うので、真正面から受け止めていく必要が

ある。 

二つ目は、着実なる技術開発で、日本国として技術的な実力を付けることが重要だと思っている。

そのためには技術マップ、それから国際協力を含め、したたかに開発する必要がある。 

三つ目は、２０３０年代の発電実証である。これは“何をもって発電実証ということになるのか”とい

うことも重要な観点かと思うので、意味をしっかりと定義するべきだと思う。 

四つ目は体制である。先ほどエネ基につきスタートアップも含めたと書いてあるが、ＱＳＴもエネ基

の案そのものには実名が書いていないが、しっかりと今までの実績をもって開発いただきたいと思う

し、その上、フュージョンの反応を、それからエネルギーの提供というところまでしっかりと体制を組ん

でやっていただきたい。 

  

○尾崎委員 

事務局が論点を非常に分かりやすくまとめいただいた。中心となるポイントは、原型炉の形をより
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具体的にすることだと思う。工学設計を見据えた概念設計と、２ページ目以降で、育成戦略、サプラ

イチェーン、コア技術の獲得などが書かれているが、原型炉の形が固まっていないとこれらは全て絵

に描いた餅となり、全体的な統合が取れないと思う。今のロードマップでは、原型炉はＩＴＥＲが２５年

にファーストプラズマを行って、３５年にＤＤ反応実験を行う前提で作られているから、その前提が完

全に壊れてしまっている。このため、ロードマップが今のままで良いのか再検討が必要である。また、

国際競争もロードマップを作ったときには、ここまで激しくなる前提ではなかった。ＩＴＥＲと同じタイミン

グで開発していけば十分良いものを作れるという前提も含めて、二つの前提が壊れていることを再

認識すべきと思う。 

その場合、もう一つ組織的な問題を指摘したい。ＱＳＴに原型炉タスクフォースがあり、多くの方が

議論し、様々な知見が積み上がっているが、タスクフォースは意思決定機関ではなく、飽くまでも意

思決定機関に情報提供する役割しか持たない。今、申し上げたような前提条件の変化には、意思決

定できる組織しか対応できない。ＱＳＴと民間がそのような意思決定機関を作るのか、そこに政府が

委員会を組織するのか、座組を決めて議論をしないと、原型炉も具体的にならないと思う。 

 

○柏木委員 

この度、国家戦略を改訂するということで、資料を読み上げていただいて思ったのが、最初からで

はあるが、今になっても各国の勢いが非常に速く、日本がずっと取り残されている印象を拭えない状

況だと思った。国研もスタートアップも頑張っていて、いつどこで立場が逆転してもおかしくない勢い

があるしか、各国の場合もそうであるし、国内でも従来技術に対する危機感がある。それを訴え掛け

ている資料だと思う。 

ここで国家戦略の改訂をどうするかということにあたっては、日本がどうしたら世界の先頭に立ち

上れるのかを考えなければならないが、資料を見ていて一番違うのは、端的に言うと、投資額だと思

う。日本がそうできないのは、国民性かもしれないし、投資とはイコールリスクだから、なかなかその

ような大きな決断は難しいかもしれない。そこで、日本国のやりやすい形を考えると、既にある大きな

施設をうまく利用して世界に立ち向かうというのも議論の一つだと思うので、今回の国家戦略の改訂

では、日本の特色を生かして、どのように戦国時代みたいな核融合の先頭に立てるのかというのを

議論ができるとすばらしいと思う。 

 

○小西委員 

私、この後で説明させていただくので、具体的なところはそこに飛ばさせていただき、２点スコープ、

もう少し上のレベルからの話で漠然としたことであるが、申し上げたい。 

一つは、最終的にはエネルギーは実は目的ではなくて手段であり、本当の目的は人類がこれから

いかに持続可能に発展して、かつ世界が平和に仲良くやっていけるか。その中でこの国が人類の中

でも非常に特異なポジションを持っているとしたら、何ができるのかを見極めることだと思う。具体的

にはこの地球の元素サイクルの中で炭素の流れが変わってしまったのを元に戻す。もう一つは、人

類がずっと飽くなき成長をしてきた価値というものの本質は何であるか。これはかなり情報というもの

によるわけだが、この二つについてはトップレベルでそれなりに考え直すべきところにあるのではな

いかということが、この後の説明に絡めながらもバックグラウンドで申し上げたい。 

もう一つ、アメリカの同じような戦略の会議に出る機会があり、アメリカの政策の考え方はすごく面

白い。方法論が全然違う。この話も今後、この国のこの行政のプロセスの良さとともに、アメリカのあ

きれるほどのダイナミズム、感じて感動したので、それも織り交ぜて、この後の会議でも御紹介させ

ていただければと思う。 

 

○近藤委員 

私も後ほど説明があるので、手短に３点だけ申し上げたい。 

まず、発電実証２０３０年について、それを設定したときにフュージョンエネルギーを電力供給の一

翼を担っていくといった想定をしておかなくてよいのかということが少し気になっている。発電実証が

終わってから電力供給といったところを考えると、社会が取り残されてしまうのではないかということ
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を懸念している。社会受容性というのは非常に重要なことなので、発電実証で技術が成立すれば良

いということ以上のことを考えていくべきではないか。 

それから２点目は、柏木委員と少し重なるが、技術について、今回の戦略の進展状況を確認すべ

き時期に来ていると思う。これまで私の理解しているところであれば核融合を底上げ的に取り組んで

きたと思っているが、今、戦略を作ってから２年近くになり、相対的にどこが優位になっているのか、

劣後はどこなのかという領域を確認するべきだと感じている。そして、その上で優先的に取り組むと

ころとそうではないところを見極めていかないと、全方位的な対応では、投資額の面からも現実的で

ないと考えている。 

その意味において、７ページ目の資料の２０３０年の発電実証のところは、日本の強みを書かれて

いるが、ここをもう少し分解して、ＪＴ－６０ＳＡがあることは戦略においてどう強みを発揮するのかと

いうことを見ていかないと、ただ「存在している」というだけで終わってしまう。 

最後に３点目は、サプライチェーンの強化といったことを申し上げたい。事業者はサプライヤー、ス

タートアップの先にいるので、サプライも各領域は強化できると思うが、チェーンは作られていかない。

そこに関しては、もちろんＪ－Ｆｕｓｉｏｎも大きな存在になるが、国の働きも必要になると考えている。

ただ、いきなりサプライチェーンを作りましょうの前に、まずは戦略自体をどう構築していくのかという

デザインが非常に重要になる。 

 

○富岡委員 

２０２３年４月にフュージョンエネルギー・イノベーション戦略を策定して、今回それを更に加速する

べく改訂することを議論すると認識しておりまして、改訂するということであれば、やるべきことを具体

的に書き込んでいく、具体化していくところかと思う。 

本日はフュージョンインダストリー育成戦略ということだが、ここについても具体化するのであれば、

議論を聞いていても、インダストリーは一体どういうものかという定義やカテゴリー分けも具体化した

ら良いと思う。例えばスタートアップ企業ということが議論されていたり、サプライチェーンが議論され

ていたり、一体産業化は何を指しているのかというものをもう少し具体的に書いていくと、やるべきこ

とが分かりやすくなってくると思う。具体的にしていくと、先ほど近藤委員のご発言にもあったが、現

状がどうなっているのか、諸外国と比べてここは遅れている、ここは進んでいる、ここは放っておくと

危ない、これは絶対必要というような、なるべく定量的というか具体的に、まずは現状認識、その上

で目指すべき姿、この部分の企業の数は何倍にしよう、ここは部品メーカーがないので部品メーカー

を育てよう等につながっていくと思う。なるべく具体的、定量的なイメージを作って戦略を固めていく

のが良いと思っている。 

 

○吉田委員 

言うまでもなく、技術は人が作るものなので、どのように優秀な人材をフュージョンの研究開発に

巻き込むかということが最も重要なポイントだと思う。今、多角的にいろいろな新しい技術の開発が

いろいろな分野で進んでいる中で、それぞれの分野である意味インブリーディングが進み遺伝的に

弱くなっている。そういった中で学際化を進めて他分野としっかりネットワークを作って研究開発を進

めないと、新しい技術を作っていく力強い人材は育たないと思う。 

私は産業界との交流ということが非常に重要だと考えている。本日の議論の中では産業界が、ス

タートアップを含めて、目標に向かって登っていく役割が強調されているが、もう一方で、産業界はク

レバーに横へ展開していく力を持っている。石田委員がバリューチェーンということを言われたが、産

業界とアカデミアがうまく協調することが必要である。アカデミアは研究テーマをイデオロギー化する

傾向が強いけれども、もっとアクチュアルな観点から、いろいろな分野をつないでいく仲介者という意

味でも、産業界と交流することが重要だと考えている。 

核融合研究が新しいフェーズに入っていこうとしている中で、この分野に人材を抱え込むというピ

クチャーではなく、様々な分野と交流して巻き込んでいく、つまり他分野とウィン・ウィンになる形を構

築するということが国家戦略として非常に重要なポイントではないかと思っている。 
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○篠原座長 

皆さんからの多様な御意見を頂いた。その中でも発電実証は何を指すのか、電力供給との関係

を含めて発電実証は何を指すのかということ、現状を日本の技術の強み、弱み、それから産業界と

アカデミアとの連携を含めたものなのかもしれないが、もう一回強み、弱みというのを冷静に分析し

た上で、これからどう打っていくのかということをはっきり言う必要があるだろうという御指摘、日本の

特色をもう少し具体化しないと抽象的過ぎるということ、それから、原型炉の型という観点でいうと今

のロードマップをどこかで見直しをさないといけないが、その見直しの意思決定をどこが実施するの

かも決めないと、議論がなかなか前に進まない、といういろいろな御意見を頂いた。 

私は先程の馬場参事官の説明を聞いて、アメリカやイギリスが誘致する場所を決めたこと、それ

も国が決めただけではなく、スタートアップがバージニアに決めたということについて、陪席の皆さん

はどんなイメージを持たれているか。やり過ぎとか、早過ぎるとか、日本も負けないように頑張らなけ

ればならない等、どんな考えをお持ちか。 

資源エネルギー庁に伺って良いのか分からないが、多田さん、代表でいかがか。 

 

○資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課原子力技術室 多田室長 

原子力の分野で言うと、建設予定地を決めるというのは相当ハードルが高いことだと思うので、ア

メリカやイギリスなどには非常に驚いている、というのが私の実感である。 

 

○篠原座長 

特にイギリスの場合、原子力発電所もそうだが、単にそこに誘致するということだけではなく、そこ

でいろいろな雇用を生んだり産業を生んだりとかいう格好で、地方創生という言葉が向いているのか

分からないが、単に核融合をどうするかではなくて、地域をどうするかということにもつながってくると

思う。我々の議論の中でも実証を言うのであれば、どこかのタイミングで政府の力も借りながら、場

所の選定等の大きな動きを作っていく必要があるということを個人的に思った。 

 

 

（３）産業界を中心とした国内外の動向 

資料３に基づき、小西委員より説明。 

基本的に話したいことを最初の２頁にまとめている。 

「フュージョンエネルギーの早期実現、産業化に向けた世界の動きと我が国」の２ページ目、御承

知のとおり、イギリスはＳＴＥＰという国主導で、保守党が労働党に代わっても、なおかつ続けており、

内閣は３代変わったが、依然として継続している。 

先程の篠原座長からの紹介の通り、このＳＴＥＰのサイトは、もともとの石炭火力発電所である。そ

のためインフラは、大量のものを持込み、かつ、ごみが多数出ても、それを受け入れられる地域であ

り、電気を入れて、また出していくというインフラもある。人が大勢いて、雇用を継続しなければならな

い、そのようなところは、原子力立地ではない場所で、最初は驚いたが、非常に行政的にはうまいな

と思った。 

アメリカは、基本的に民間に任せていて、この国はいまだかつて原型炉と言ったことは一度もない

というところで、今もうマイルストーンプログラムで八つの炉型が同時に走っている。この先どうなる

か分からないが、基本的に民間主導である。 

中国は、とにかくサプライチェーンを構成するプライベートインダストリーがないので、と言うと少し

語弊があるが、それを丸ごと国営で育て上げようというのが、ここに書いてあるＣＲＡＦＴというコンセ

プトである。 

つまり核融合炉を構成する例えば中性粒子入射装置、マグネット、真空容器、ブランケット等、と

にかくこのようなものを造るための工程を１か所にまとめて、練習するというところがあり、一方では、

ほとんどＩＴＥＲのデッドコピーであるＢＥＳＴというトカマク装置を造っている。完全に国営でありながら、

強くサプライチェーンを意識している。いずれの国もサプライチェーンを意識してやっている。 

日本は、言うまでもなく、第３段階であるＩＴＥＲがあり、第４段階で原型炉、第２段階がＪＴ－６０で、
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このときにできた段階的計画がまだあり、それを改定しつつ、現状に合わせているのがパブリックの

計画である。 

こちらに対して民間が今後どのようにアプローチするのかということを、今日の話の一つの軸にし

たい。 

３ページ目、 

中国は、国家が主導していながら、基本的にはサプライチェーンを既に意識しているところがある。

いずれにしても、これは国内産業の育成を既に目標として、１個だけＩＴＥＲを造り、その後１個だけ、

今度は中国原型炉を造れば良い、そのような発想ではない。ちゃんとできたら、これを多数造り、一

帯一路の路線のところに置いて、中国新幹線と同じビジネスモデルで構築しようということを中国の

関係者は明確に言っている。 

実はイギリスもアメリカも基本目指すところは同じであり、発電実証を最終目的にしているわけで

はない。その先にどういうマーケットが広がり、それぞれの国がどういう産業を育て得るか、育てて、

そのfフォスターになれるかということを考えた投資を最初から民間を軸にやっているところが大きな

違いである。 

イギリスのＳＴＥＰは国営と言ったが、やっているのはＵＫＡＥＡという半官半民の会社組織で、ここ

がテンダーを広く出して、民間組織を、私どもの会社もそうだが、外国企業も含めて誘致して、それを

イギリス国内に置いて産業を育てるということを目的にしている。 

したがって、サプライチェーンの構築は、明確にそれぞれの国が国内産業の育成を目的にしてい

る。中国は少し違うが、アメリカとイギリスは、単独の国でもはやサプライチェーンが作れるわけでは

ないから、自分の国が一番おいしいところを取ろうということを考えている。国際分担を意識している

のがこの半年、１年で大きく変わっていったところである。 

これまではそれぞれの国で民間会社ができて、面白いことをやっているから、少しサポートしようと

いうところがあったが、今それをいかに自分の国の産業として明確に育てるかという意識の変革が

あったというふうに見られる。そのＫＰＩは至って単純で、これは行政のやることなので、基本的なＫＰＩ

はＧＤＰを創出すること、厳密に言うと成長率を上げること、雇用を創出すること、単純極まりないこと

で、まずこれを満たさなかったら、何のために国民の税金を使って、予算を付けて育成するのか分か

らない、そのような言い方になっている。 

そのようなことで、新しい低炭素産業を作って、つまり石油、石炭をベースにした産業ではなく、炭

素を減らしながら、これからの世界のＧＤＰの増分を取り込むかという世界になってきたと考えている。

２０３０年台のエネルギー実証は、あくまでも一里塚。そこから産業をどのように育て、先ほど近藤委

員が正しく話された、そちらの方だけで終わるなということを、この国の産業政策としても考えていた

だきたい。 

産業は着々とこれでも投資を公私それぞれから頂きながら、堅調に世界標準で育っているけれど

も、個々の会社で見ると、既に立ち止まったところ、時々潰れてしまうところもあって、大きなところに

集約されていくフェーズにだんだん入っていくかと思う。 

この国で、核融合が産業として成立している。私どもは、ほかに核融合エネルギーフォーラムでも

産業化を始めた核融合ということで、新しい本を出しており、世の中のアウェアネスもだんだん進ん

でいるかと思う。 

４ページ目、アメリカの開発戦略を少し詳しく御紹介したい。 

端的に言って、アメリカはナショナルラボがたくさんある。１７～２０ほどあるが、エネルギー省に所

属するナショナルラボは、それぞれが原子力施設として確固たるものを持っていて、大体核融合の

研究には１０ぐらいが参加していた。今大体七つぐらいが生き残り、その動きをそれぞれいろいろな

ところに特有なテーマに集約していたが、これをがらっと見直している。 

この右側にプライベートと書いてあるが、プライベートの会社が多数あり、マイルストーンプログラ

ムで八つほど選定している。いろいろな炉型があり、トカマクに集中するなんていうことはやっていな

い。結構いろいろ不思議なものがある。レーザーもある。放電型のとか、見たことのないようなものも

出てきているが、基本的にアメリカは、民間の投資でこれらの会社が育つのを横目で見ながら、必要

なサポートを出すということにしている。 
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ここでアメリカの政策で明確なルールがあった。民間がやることにはパブリックは手を出さない。こ

れは絶対である。核融合炉は今民間が造っているから、もう左の国立研究所はどこも核融合装置を

造らない。そのサポートに回る。 

これは大変明確なルールで、私も聞いて、驚いたが確かにアメリカの国立研究所から核融合装置

そのものを造れというプログラムはなくなってしまった。何か出すときは民間と一緒にして出すという

ことで、この真ん中にいろいろなプログラムが出てきている。これは我が国としては、参考にして良い

のかどうかよく分からないが、アメリカはこのように明確なポリシーを持っている。 

５ページ目、ということで、アメリカは基本的に納税者の出してきた税金を少しだけ出して、グラント

を出して、民間の領域は民間に任せて、そのサポートをするということをやり、それでレバレッジを得

て、少しの投資で大きな成果を民間に得させることで国を富ませるという、そのようなポリシーである。 

これに対して、日本の場合には、まだまだＩＴＥＲ、原型炉が中心、中核の計画であり、民間はまだ

そんなに実力がないので仕方ないが、今後何をしていくのかというところを、ここで決めていただかな

いといけないと思う。 

６ページ目が中国であるが、これはアメリカのＤＯＥが中国のやり方を参考にするという意味で出

した。中国も実はＩＴＥＲに参加した頃から、中国国内はどうするかを迷走したようだ。 

今そのようなことで、ＣＦＥＤＲに変わっている。この図の真ん中辺にあるＩＴＥＲの次に造る小さな

核融合原型炉のようなものを考えていたがどんどん設計が肥大して造れない大きさになった。規模

も中身もすごいことになり、それが肥大して取り返しがつかなくなったので、諦めてＢＥＳＴという、ま

た初心に戻って、一番小さなＩＴＥＲのほぼほぼコピーという物理実験マシンを造ることに決めた。こ

れを今、実際造っている。 

それからＣＲＡＦＴという、これは中国にはないサプライチェーンを、西側から半導体の例もあって、

サプライチェーンが切られてしまったところについて、補充するようなことを始めた。 

そこで、７ページ目では、民間主導で実際核融合開発をどのように進めるかということを考える。ま

ず、国の予算は欲しいが、それを当てにするのではなく、日本の場合は、民間にもそれなりに資金が

あるので、民活でいろいろな経営体を作ることができる。まだ具体的なのはないが、コンソーシアム

のようなものがあり、官と民の資金があり、必要な人材や産業力を集めながら、一方で、地域経済も

サイトを決める段階で巻き込みながら、具体的にはサイト公募をし、プロジェクトを通して官民の合同

プログラムを作っていくというような形があるのではないかと考えている。 

そのような意味で、公的資金による投資と共同事業運営と研究組織を作る民主導のプロジェクト

があり得るのではないかと考えている。また逆に、たとえ民主導だからといっても、公の適切な支援

も必要である一方、依然として官主導の原型炉という路線もあるので、これらを両立させるのかは、

これから先の検討の重要なところではないかと思う。原型炉だけが単一のターゲットでは恐らくない

だろうと思う。 

民間は確かに独自で資金を集めつつ、次の２０３０年代の発電実証を目指した動きを始めている

ということを、産業界として報告をさせていただきたい。 

８ページ目がその一つの例だが、ＦＡＳＴ（Ｆｕｓｉｏｎ ｂｙ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓｕｐｅｒｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ Ｔｏｋａｍａｋ)

という、トカマクによる２０３０年代の発電技術の実証を狙ったもので、京都フュージョニアリングという

会社が中心となって、国内の研究者と共同で今設計を進めている。２０３０年着工、２０３５年試験開

始、あわよくば３０年代に発電技術を実証しようというＤ－Ｔ燃焼マシンである。炉型は小さく、ＪＴ－６

０ＳＡとプラズマは同じぐらいの大きさを考えていて、今年いっぱいぐらいでサイト公募をして造りたい

という計画である。 

９ページ目はＥＸ－Ｆｕｓｉｏｎのレーザー核融合の開発ロードマップである。２０３０年にファーストラ

イト、最初のレーザーの発振で実際燃焼試験を行う。レーザーの場合には単一ショットでエネルギー

の発生が確認できる。中核的な光学装置にはオプティクスであるレーザーを同時に開発して、２０４

０年の商業炉に向けて邁進するという、レーザーの核融合会社のプランである。 

１０ページ目、ヘリカル方式、我が国独自のステラレータである。初号機と言われるものが、既に５

０から１００メガワットの核融合出力のものを２０３４年に造って、２０４０年代に商業発電炉を造るとい

う計画になっている。 
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１１ページ目が一番新しい部類の核融合会社だが、ＬＩＮＥＡという、これは筑波大学と日本大学の

合同でできた大学発ベンチャーである。ＦＲＣミラーハイブリッドで、まだ日本では耳慣れない方が多

いと思うが、直線型の磁場閉じ込めと言っても良い核融合装置である。このようなプランが現にある

のが、今の産業界の状況である。 

重要なのは、サプライチェーンとしての成立を目指しながら、それぞれの核融合装置について、基

本的には日本で作り発電実証を目指しながら、いろいろな方式があり得るということを考えていただ

ければと思う。 

共通として徹底的に弱いのは、とにかくニュークリアテクノロジーである。これについては、この国

の研究レベルは決して低くない。ＱＳＴを始めとして、この国にはもともと原子力を純国産のエネル

ギーとしてきた伝統と知識と技術が蓄積されているので、できることは多くある。また逆に、これがな

ければ、一から核燃焼を伴って放射性物質を扱う核融合実験を民間で計画、立ち上げることはそも

そも不可能である。 

ということで、、官の国立研究機関の施設を民間に開放するという計画が、今年の補正予算で計

画されていて、大変有り難い話で、これは是非実現していただきたいと思う。 

アメリカも同様の考えで、先ほど申し上げた民間による核融合計画を、どうしても研究開発上、手

が回らないものに国立研究所の研究レガシーを、積極的にサポートに回って使ってもらうという計画

をしている。既存のニュークリア研究施設、大型施設を民間に開放するということをアメリカでもやっ

ているが、重要なのはハードだけではなくてソフト、廃棄物処理、それから地域住民との信頼関係も

重要になる。 

これからの核融合エネルギー、フュージョンエネルギー開発については、官民の協力、そしてその

官民を一体化した国ごとの協力をしなくてはならないと考えている。 

最後のページ、現在必要とされているフュージョンシステムの安全と許認可について、次のページ

をお願いいたします。簡単に概念的なことを示している。実は今までの核融合研究施設は、左側の

半分のフュージョンシステムのソースタームのところ、核融合には危ないものがあるので閉じ込める

という研究である。ところが、それを現実のサイトに置いたときに、どのような影響が出て、それが社

会にどのように認められるかというステークホルダーとの対話が、実は欠けているという問題がある。 

これは日本のこれまでの原子力の歴史の上でも、必ずしも十分なされていなかったところがある。

ここから先、社会による理解の獲得というのも、国と民間が協力しないいけないところではないかと

思う。 

近藤委員のタスクフォースの動向、大変私も重視して、勉強させていただいている。環境生物影

響も含めた広い分野の方が入っていてくださるにもかかわらず、良いスタートはしているが、まだ結

論に行くまでは、作業量は膨大かなと思っている。 

ただ、この資料に書いていないが、この国は実は昨今の二、三年でこの核融合、フュージョンの社

会実装について、世界に対して決定的にアドバンテージを持っている。新しいタイプの原子力施設で、

トリチウムを含む廃液を海洋に放出するという過程を科学的に行って、しかも社会的な理解をそこそ

こ得ながら、しかも国際機関のＩＡＥＡのエンドースを頂きながらやってのけたという実績が、過去３年

間ある。福島のことを言っている。 

実は福島原子力発電所の事故現場というのは、もう原子力発電所としては機能しないので、地元

協定が有効ではない。しかし、そこで地元と事業主体である東京電力とが話合いをして、１００万トン

たまってしまった低濃度のトリチウム水を海洋放出しなければならなくなった。これを科学的に実証し

て、しかもこれはＩＡＥＡのエンドースを得ながらやっているということは、実は同じようなことを核融合、

フュージョンプラントはやらなければいけない。新しいタイプの原子力施設として、国民や地元の理

解を得ながら、科学的に実施しなくてはならない。 

これは今まで地元との長い間の了解が出て、トリチウムを放出している国は、ほかに多数あるが、

近隣諸国も含めて、最新の例が実はこの国にある。 

ということで、これは実は国際的な枠組みで、トリチウム水の海洋放出の経験は、この国としては

世界に誇るべき成果ではないかと思う。 

今後、安全については近未来の国内立地に向けて、それなりの対応方策を考え、地元との話もし
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ながら進めるわけだが、これが一つの地域経済の開発という地方創生の例でもあると同時に、この

核融合、フュージョンエネルギーの開発でも重要なヒントになると考えている。 

まとめさせていただくが、民間投資による世界のフュージョン開発競争というのは、もう確かに新た

なフェーズに入っている。ここで民間を生かして産業化するという政策は、我が国においても十分で

きる素地があり、そのサプライチェーンは既に素材は多数あって、これを単純に素材を積み上げて

作るというだけではなく、投資家、事業実施主体、さらにプロダクトであるエネルギーを消費者に届け

て、あるいは廃棄物処理をして、途中では地元と一緒に栄えるという意味でゼネコンがいて、土木的

な工事も含めて初めてのサプライチェーンだと思う。 

そのようなものをこの国で作っていくということを考えて、経済安保、それから科学技術安保の観

点でも、この国の産業としてフュージョンエネルギーを育てていく。それが多分ここで話していただく

重要なこの後のポイントなのではないかと考えている。 

民間が中心となるフュージョン事業というのが今、構想されている。これを国の計画にいかに組み

込み支援していただけるか、あるいは民間の責任とリスクによって、どこまで自由に任せていただけ

るかというところも重要な論点だと思う。 

 

（補足説明） 

○小西委員 

Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎは内閣府の強力な御支援、御指導もある。基本的にフュージョンエネルギーに興味を

お持ちの法人は、自由に御参加いただけるという形式になっていて、フュージョンスタートアップ、総

じて皆小さいが、従来の原子力産業の中核である従業員が何万人、何十万人もいるような大企業も

入っている。その一方で、面白いのは、先ほど申し上げた金融機関、投資家、商社、トレーディング

カンパニー、電力会社、あるいはゼネコン。ゼネコンと商社は業界の体質なんでしょうか、皆さん、一

緒に呉越同舟でまとめて入っているが、と同時に、エネルギーの使用者である情報通信、モビリ

ティー、電力、そのほかにも石油、ガス等々のエネルギー産業も入っている。 

素材、機械、電気、重機、大体のサプライチェーンは普通そのようなものをイメージされるが、もっ

とはるかに幅広く、逆に言うと、実証後のフュージョンのマーケットを考えたとき、私は最初にこの

マーケットのＫＰＩは要するにＧＤＰであり、雇用だと申し上げた。いわゆる産業連関表での分析対象

になる。 

そうすると、どの業界が、例えばフュージョンのこのプロジェクトはどのぐらいの売上げが出てどの

ぐらいが結局もうかるというか、その会社が取ると考えたときに、確かに金融、商社、ゼネコンという

のは、とても大きな要素として入ってくる。実際そのような会社は、フュージョンにもう既に投資されて

いる会社、それもなぜか外国のフュージョン会社が多いが、日本でもやってみようかなというふうに

考えておられるところが幸いある。実際にフュージョンに投資することによって、そのフュージョンの

産業から利益を得ることが想定できる会社は、実際多数いる。 

そこがＪ－Ｆｕｓｉｏｎの構成される会員企業として活動してくださっていて、フュージョンによる売上げ

を直ちに期待しているわけではないが、このマーケットの世界の産業の動向を注視して、エネルギー

開発の情報をＪ－Ｆｕｓｉｏｎを通じて入手することに意義を感じてくださっている、そのようなところで今

活動させていただいている。 

 

（意見交換） 

○吉田委員 

民間から新しいステークホルダーが核融合分野に参入してくる中で、諸外国の動向をしっかり分

析し、また日本でどういうことが可能であるかを分析していただいたご説明だった。 

しかし、核融合研究の専門家として見ると、科学的、技術的なリアルな世界と、こうしたある意味、

形式論理の世界との間に大きな乖離がある。ＩＴＥＲ建設の現場のリアル、ＪＴ－６０ＳＡの建設、ある

いは核融合研にある大型ヘリカル装置のリアルな物量感に対して、最近経済界を巻き込んで語られ

ているナラティブとの間にはギャップがあると感じざるを得ない。 

技術的なリアリティーの一方で、経済も極めてリアルな世界で動いているわけで、その間でしっか
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りコミュニケーションを取っていく必要がある。アメリカでは、ＤＯＥが仲介して、いろいろな意見交換

の場を設定している。日本でも、こういった急激な動きの中で、しっかりした意見交換をして、経済的

なリアルと、科学技術的なリアルのすり合わせをしっかりしていくことが必要ではないかと思う。 

 

○尾崎委員 

１点、アメリカの件で教えていただきたい。ご説明だと、政府は発電実証には興味がなく、産業育

成のみに関心があり、民間がやることを邪魔しないという、いかにもアメリカの官民らしい考え方を政

府派表明している。ただ、２ページにあるように、アメリカ政府はＦＰＰを造ると言っている。 

ＦＰＰに八つの炉型が提案されて民間同士で競い合っているが、恐らく一つが生き残って、それで

発電実証にならないと、ＦＰＰというゴールに到達しない。これは最初におっしゃった「政府が発電実

証に興味がない」ことと矛盾しているように感じるが、いかがでしょうか。 

 

○小西委員  

アメリカは国家の予算として発電実証プラントそのものの建設をやったことが今までないし、これ

からもないということである。ＦＰＰというのは、そもそも宇宙開発と同じように、トップレベルにはボー

ルドディケーダルビジョンという、既にこれは２年終わったから、８年しか残っていないが、要するに１

０年以内にアメリカは国として核融合エネルギーを実現するという宣言はしている。その中でその道

具立ての一つとしてマイルストーンプログラムは８社集めて、４６ミリオンしか出していない。 

それぞれのレシピエントがＤＯＥとの契約をして、自分たちのプログラムを自分たちで大部分の資

金を集めている。その中にはパイロットプラントとしてのある程度の例えば発電実証の技術要件ぐら

いの性能は出すというミッションはあるが、それを国としてはサポートして、エンドースはするが、主

役は国ではない。資金の９０％以上は民間が自分たちで開発して、自分で出すというポリシーである。 

連邦政府の資金、つまり国民の税金としては、それだけを投資してレバレッジ１００倍ぐらい期待し

て、それぞれの地元の雇用、あるいはＧＤＰの創出効果を狙っている。発電が主役となり、アメリカの

国家がやるわけではないのは、アメリカのＤＯＥが言っている戦略である。 

そのような意味で、矛盾しているようにも聞こえるかもしれないが、主役は民間、国はサポートする

だけというスタンスでやっている。例えば宇宙開発でスペースＸがロケットを上げて、そのペイロード

をアメリカが払って乗っかった、連邦予算は同じメカニズムだとお考えいただければと思う。 

 

○小澤委員  

小西委員の御説明、興奮冷めやらぬところだが、幾つか確認させていただきたい。 

ワード版の紙で、一つ目が、「ＩＴＥＲの新ベースライン：現在の開発タイムテーブル外」と書いてあ

り、これは世界の動向。下の方、「我が国の参入は低調」と書いてあるが、タイムテーブル外であれ

ば良いのかという状況なのか、本当に必要なのかというのが、日本として必要なのかというのが一

つ目。 

二つ目は、パワポの資料で、先ほど発電実証の先のマーケットを考えてとおっしゃっていたが、７

ページ目の絵、これは開発の案と書いてあり、公的資金が下に向かい、プライベート資金も下に向

かっている。この矢印の逆向きが、物やサービスを流していく流れになると思うが、この「コンソーシ

アム実行主体（ＥＰＣ）」と書いてあるが、ここはサービスといいますか、エネルギーを供給する主体と

思って良いのかどうか。８ページ目、９ページ目、１０ページ目は発電実証、商業化を目指すと明確

に書いてあるので、このプレーヤーはこのスタートアップのことでよいのか。 

１１ページ目のところはｐ－１１Ｂ反応の実現を目指すと書いてあるので、少し違うかと思うが、これ

の図の解釈についてはどうなのかというのが、二つ目の確認。 

 

○小西委員  

まず、最初の御指摘、舌足らずな表現をして申し訳なかったが、ＩＴＥＲの新ベースラインでは、最

初にＤＴ燃焼を行うのが、多分２０３７、８、そのぐらいになってしまう。これに対して、今の民間の開発

の場合には、ほぼ全ての計画がそれ以前にＤＴ燃焼するので、、ＩＴＥＲの成果を取り込んで、自分た
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ちがそれを使うという形の技術の流れにはならないので、タイムテーブルにはのらないという意味で

ある。 

しかし、ベースラインがそのような計画だからといって、ＩＴＥＲの積み上げた技術的成果を全く過小

評価する意図はなく、ＩＴＥＲの技術があるからこそ、今造れるものが多数あるというのは事実である。 

ただ、この先、日本の原型炉についても、あるいは日本より外国の民間の核融合計画についても、

ＩＴＥＲのニュークリア試験、ＤＴ燃焼試験の成果も取り込んで、それを建設、設計に生かして、実際実

験を行うということができないので、そこの技術は自分たちで、あるいはほかの試験で何らかのもの

を別途開発しないと、技術的なリスクは減らすことができないという意味で申し上げた。少し舌足らず

な表現で申し訳ない。 

基本的にＩＴＥＲが造れる段階に至ったからこそ、今世界中でこのような、実は先ほど吉田委員か

らもあったが、リアルな技術の実態が、民間の世界の核融合シーンは別のフェーズに入っていて、も

う既にリアルなものを造っている。 

うまくいくか、いかないかという意味では、ＩＴＥＲでさえ技術リスクを減らすために苦心惨たんして

いる状況なので、これが民間のそれぞれの数十億円から数千億円の資金を掛けて造っている核融

合装置、実際まともに動くのか、技術リスクをどうやって回避するか、困難に当たったときにどうやっ

て解決するかというものについては、甚だ不安なところがあるが、ＩＴＥＲで培われた技術も含めて並

行して民間が今、同レベルの建設工事を進めているというのも事実である。これが１点目の御質問

に対してのお答えである。 

２点目は、これについては、正直申し上げて、ＦＡＳＴ計画、レーザー核融合、ヘリカル、それからリ

ニア、それぞれのスタートアップの会社の許可を頂いて、それを転載したので、それぞれがどのよう

な事業主体を考えているのかは、正直言って分からないところがある。 

考えられている場合もあれば、全然違うものを考えている、あるいは、そもそも考えていない可能

性もあるが、そこでここでは民間主導のフュージョンエネルギー開発（案）と示させていただいたのは、

これは全く私の個人的な案で、民間と官、国の資金とパブリックの資金を両方合わせて、それぞれ

が利益を得るような形の組織を作るとしたら、このようなことは少なくとも考えなければならないという

ことを書いていて、資金の流れ、価値の流れについても矢印、どっちの方が重いか正直言って分か

らないところがあるが、こういう要素があるだろうという一案として申し上げた。 

 

○小澤委員  

一つ目については、私も前回ＩＴＥＲの成果の反映はどうするべきかというのは気にしていたところ

である。これから考える話かなと思う。 

２点目のコンソーシアム（ＥＰＣ）が主体なのかどうかというのは、まだ分からないということで理解

した。 

 

○篠原座長  

今日前半の議論、それから並びに今の小西委員からの御報告と、それに対する議論を踏まえた

上で、多分次回の技術開発戦略につなげていくと思っているので、今日の議論の続きを、また次回

したい。 

御発言は求めないが、多分、今日御列席の政府の関係者の方々、多分、人によっては、もうそん

な議論が例えば海外で進んでいるとか、具体的な話までする必要があるのか等を思われているか

もしれない。今日の議論は前のめりかもしれないが、決して小西委員がおっしゃっていることもオー

バーではなく、グローバルでは結構動き始めている。 

研究開発、技術開発並びに事業化に時間が掛かることに対して、早め早めにどのタイミングで国

を挙げて議論するかということを、少し真面目に考える時期が来ている。もしかしたら少し遅いのかも

しれないなという感じを私は持っているので、是非各省庁に戻られたら、いろいろ御議論いただけれ

ばと思うので、よろしくお願いする。 
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（４）「安全確保の基本的な考え方」について 

資料４に基づき、近藤主査より説明。 

今の篠原座長の話を伺って、そのとおりだなと感じた。アメリカの原子力規制委員会では、核融合

についてもパブリックミーティングを始めている。そこでは事業者だけではなく、そのほかの方も参加

して核融合の規制をどうするかという議論をしている。それから、年に１回、ＮＲＣという規制当局が

規制の情報を幅広い関係者と共有・議論する年次会議を、近隣のホテルで開催し、そこにも核融合

が大きなトピックとして入ってきている。 

そのような意味においては、もう国際というか、各国において非常に大きな動きがあることを切実

に感じている。 

それでは、私からは、安全確保検討タスクフォースの状況、それから骨子案について説明する。

主に骨子案の説明がメインだが、せっかくの機会なので、どのような検討を今までしてきたのか、そ

ういう要素も交えながら御報告させていただく。 

このタスクフォースの設置背景については、先ほど馬場参事官の方から御説明いただいたフュー

ジョンエネルギー・イノベーション戦略において、民間企業の参画を促進するとために早期の安全規

制を検討する必要があるといったことがあった。 

そして、今年の５月からで内閣府において当案の技術指針について規制の専門家、一般市民な

ど、様々な分野の構成員の下でタスクフォースを検討した。そこには関係省庁の方の御協力も頂き

ながら検討を進めることができて、今日はその骨子案の説明になる。 

ただ、今回の検討は１年という限られた期間で、その中で考え方をまとめるという意味において、

私どもは進め方に工夫を凝らした。 

その話を２ページ目、開催実績を見ながら説明させていただきたい。３点ほど注力したことがある。

まずは戦略を起点にしていくため、新しい構成員での新しい座組みにより、勉強を中心にせず戦略

のもとに安全の考え方をまとめるというミッションを忘れずスピード感を持って検討してきた。 

それから、２点目が社会的な受容性を重視するということ。技術や規制が実際に社会に受けられ

る視点を常に考えて、見失わないで検討を進めてきた。 

３点目がイノベーションの促進。安全規制の設計が技術革新の妨げにならないようにする、このア

プローチはどのようなものなのかということを念頭に置きながら、諸外国の規制の検討状況を勉強し

た。もちろんこれ以外にも過去の検討の成果を活用したり、国際協調の場を積極的に活用するとい

う多角的な視点を持ちながら議論を進めたて。 

このような理由で、委員は、理学、工学、社会科学、実業など、多岐にわたり、それぞれの専門性

を生かした建設的な意見交換をした。このような多様性があるからこそ、今申し上げたイノベーション、

安全、社会的受容性を包括的に議論することができたと思っている。 

それでは、タスクフォースでの前半になるが、主に第１回目から第３回目は、規制のマクロ的な状

況を把握しようと思い、国内外の最新の規制状況を調査した。海外ではイギリスのＤＥＳＮＺやアメリ

カのＮＲＣから直接話を伺って、規制の方向性や枠組みを共有した。 

国内ではフュージョンエネルギー関連のスタートアップ５社とＱＳＴ、ＮＩＦＳ、ＪＡＥＡなどの研究機関

からヒアリングを実施し、過去にどのような活動をしてきたのか、それから今後の見通し、スケジュー

ル感などを確認させていただいた。 

その上で、７月時点で、実は私たちも考えるべき安全確保の対象はどのようなものなのかというこ

とを見定めているというのが、スピード感に関して私たちがやってきたことは、今までＩＴＥＲ誘致の検

討、それから国研での従来で検討してきた要素と、スタートアップ各社が提示する時間軸や新たな視

点を視野に入れて、安全確保の考え方を整理するというのは、余り簡単なことではない。さらに、骨

子案という言葉についても、イメージは委員間で異なっているということも分かってきた。 

これはかなり早い段階で骨子案についてイメージを持たないと崩壊してしまうということも私自身、

個人的には懸念したので、検討の早い時点、具体的には秋時点から骨子案の構成について議論を

重ねるようにした。第６回辺りからそのような議論を始めている。 

構成の一つ一つについては、中には委員の方の意見を戦わせるような場面もあり、この中から完

成してきているのが、今日御説明させていただく骨子案になる。 
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３ページ目、その骨子案の説明をさせていただく。 

今回の骨子、まだ案になるが、国家戦略を踏まえて、フュージョンインダストリーの育成、それから

原型炉開発の促進を視野に入れて、フュージョン装置の安全規制の検討に向けた考え方をまとめて

いる。実はフュージョンエネルギーについては、核融合、核融合炉、フュージョンマシンなど、様々な

表現があるので、ここでは軽い原子核同士が融合して別の原子核に変わる際に放出されるエネル

ギー、すなわちフュージョンエネルギーのことになるが、これを利用する装置とした。 

骨子案は、このフュージョン装置の特徴を踏まえて産業化に対応した安全確保の枠組みを整備す

る基盤としてお示しさせていただく。 

具体的には、まずはフュージョンエネルギーの特徴、現在の法体系がどのようなのか、そしてこれ

までの検討を踏まえて、基本的な考え方と今後の課題をまとめる形にした。 

そのフュージョンエネルギーの特徴については、もう既に御承知の内容だが、骨子の前提に当た

る重要なことなので、簡潔に申し上げる。燃料供給や電源停止による反応の停止といった固有の安

全性がある。一方で、トリチウム、放射化ダストといった放射性物質を内蔵するということ、荷重の作

用によって放射性物質の閉じ込め機能が失われるといったことが想定される危険性があるという点

がある。 

それから、現在の法体系についてである。フュージョン装置に関わるところでは、既存装置ではＪＴ

－６０ＳＡというトカマク型の超伝導プラズマ実験装置は、ＲＩ法という放射性同位元素等の基礎に関

する規制に関する法律で放射性発生装置として規制されている。 

そして、フュージョン装置は、放射性発生装置の一種のプラズマ発生装置として、ＲＩ法の規制対

象となり得るものであり原子炉には該当しない。核燃料物質、核原料物質には使用しないため、炉

規法の規制対象にはならないというのが現在の法体系になる。 

もう一つ、実は今回が安全確保の新しい検討ではなく、次の４番目になるが、実は２０００年代の

初めに、日本が過去にＩＴＥＲ誘致を検討していたときに安全規制を検討している。 

参考資料を、別添に付けさせていただいているので、是非お目通しいただきたい。このときはＩＴＥ

Ｒの特徴を踏まえて基本的な考え方、安全確保上の留意すべき点、技術要件を検討した。これは文

科省のＩＴＥＲ安全規制検討会で検討していた。 

私たちの検討も実はこれらを参考にさせていただいていた。それが５番目の検討に当たっての基

本的な考え方になる。まずは安全確保の原則について、一般公衆及び従事者の放射線障害の防止、

通常運転時及び事故時における人々の環境への放射線リスクを評価・管理する。その際には議論

を情報共有し、透明性を確保し、社会的に受容されるものである必要があるとしている。 

２点目が科学的、合理的なアプローチになる。研究開発段階なので、新たな知見や技術の進展に

応じて、追加的に必要な取組をデザインするアジャイルな規制を検討するべきであるということにな

る。グレーデッドアプローチという呼び方は、時々規制の中でされているが、具体的なリスクの大きさ

に応じて規制を適用していくことになる。この点についても、この点についても、ＩＡＥＡのシックスエレ

メンツに関するさきほどのフォーラムも参考にしながら検討を進めさせていただいた。 

それから、３点目、安全確保の枠組みに関する早期の検討になる。各国において多様な炉型の

研究開発や安全規制の検討が進んでいる。事業者は設計初期の段階から安全確保に取り組むこと

が重要になる。それから、国においてはサイト選定、建設、運転のための許認可の手続を含めた明

確な規制、安全確保の体系を早期に検討していくということが不可欠になると考えている。 

そして４点目、国際協調について、今、グローバルの枠組みでも非常に様々な座組みで検討が進

んでいる。Ｇ７、ＩＡＥＡ等の連携を図りながら、国際協調の場を私たちも活用させていただき、タスク

フォースの場でも国際的な動きや検討内容を、随時検討に取り入れた。そうしたおかげで、私たちの

検討のスピードや質の向上にもつながった。そのような意味において、国際的であることの重要性を

痛感している。 

ＩＴＥＲ計画、ＢＡ活動等の国際活動で得られる安全確保に関する知見を最大限に活用する、この

必要性については、誰もが否定することはないと思うので、具体的に、どうやって最大限に活用して

いくのかという検討になっていくと感じている。 

以上のように取りまとめているが、いずれにしても、フュージョン産業の動きが目覚ましいので、私
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たちはそれに伴走するように安全確保の考え方をまとめた。ただ、技術開発中のものを対象にして

いるので、技術開発の動向や国際動向を踏まえながら検討することを、今後の検討すべき課題とし

て整理している。 

大きくは３点ある。まずは法的な枠組みについて、現存するフュージョン装置等と同程度のリスク

であれば、当面はＲＩ法の対象としてフュージョン装置を位置付けることが適当ではないかと考えてい

る。フュージョン装置に特有な事象への対応については、設計段階や開発スケジュールに応じて、

具体的な期限を区切りながら明確化していくという点になる。 

２点目が検討体制について、政府の体制強化は不可欠である。これは新しい知見や技術の進展

に応じて科学的、合理的にフュージョン装置の規制をデザインして運用していく上では、必要になる。

政府と事業主体等が継続的に情報共有や対話を行う場が必要である。このような場において不信

が起きたとか、話しづらいという関係性に陥らないよう、関係者間の協働を促進していく必要がある。 

３点目は知見の蓄積について、規制のデザインにおいては、三重水素、材料の放射化、放射性廃

棄物など、リスクハザードの分析、検討がどうしても必要になるので、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎ、ＱＳＴ、様々な研

究者が持つ最新の知見を基に、リスクハザードの議論を迅速にじ進めていく必要がある。そして安

全性に関する研究も推進する必要がある。 

こうした議論は、長期的には事業主体、有識者、自治体も含めたコミュニティー等、幅広いステー

クホルダーを含めて、共に深めていくことが欠かせない。フュージョン産業の健全な発展と安全確保

を両立するための基盤を、タスクフォースでの骨子案が素地となって整備していけたらと考える。 

 

 

（意見交換） 

○小澤委員  

先日、これまでの技術の延長であれば、ＲＩ法でもいけるのではないかという規制委員長の発言の

記事で読んで、ユーチューブでも確認したが、確かにそのようにおっしゃっていた。 

当面は、技術開発の一つのハードル、実務的な一つのハードルが取れて、ＲＩ許可を申請して、許

可を取得して進められるのかなという感触ではある。今後の議論に期待したいと思う。 

 

○石田委員 

グレーデッドアプローチ、具体的なリスクの大きさに応じた規制について、この意味は例えば原型

炉、またＩＴＥＲ等でも同じかもしれないが、長い運転期間の中で第１段階、第２段階、第３段階と運転

を進めながらリスクを評価し、あとになるほどフルエンスが大きくなるので、段階を踏んでそのリスク

評価を順次していくという考え方であるとの理解でよろしいか。 

 

○近藤委員  

そのフュージョン装置が持つリスクの大きさは装置ごとに異なると思う。その装置に応じた規制を

デザインしていく必要がある。また、リスクをどのように評価するかという観点では、評価に用いる

データが非常に重要である。リスクのデータが無いのに先に規制することは難しいので、リスク評価

にの検討については学協会等の力も借りながら進めていくことを申し上げる。 

 

 

閉会の挨拶 

○城内科学技術政策担当大臣 

フュージョンエネルギーについては、有識者会議の議論も踏まえ、令和５年４月、日本初となる国

家戦略を策定し、一つは産業協議会、Ｊ－Ｆｕｓｉｏｎの設立、二つ目はムーンショット目標の決定など

など、国家戦略の掲げる産業化に向けた環境整備に取り組んできた。また、Ｇ７首脳会議の成果文

書にフュージョンという言葉が初めて言及されるなど、国際的にも連携の機運が高まっている。他方

で、世界各国が大規模投資を実施するなど、国際競争も激化しているところである。 

我が国としては、世界に先駆けた発電実証を目指して、国家戦略を本年夏をめどとする改定に向
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けて議論を進めていきたいと考えている。 

具体的には、国家戦略の３本の柱である一つ目が産業育成戦略、二つ目が技術開発戦略、三つ

目が戦略推進体制に関する議論、これらを行っていただく予定となっている。さらに少しブレークダウ

ンすると、一つは安全確保の基本的な考え方の策定、二つ目は原型炉実現に向けた基盤整備の加

速化、三つ目が国際連携の戦略的推進、四つ目が国民の研究開発力の強化、これらに向けて議論

を更に深めていただきたい。

言うまでもなく、このフュージョンの分野は内閣府、私どもが政府の司令塔となっているので、関係

省庁とともに緊密に連携しながらしっかりと取り組んでいきたい。有識者の先生方、皆様におかれて

は、フュージョンエネルギーの早期実現や関連産業の発展、そして国家戦略の早期改定に向けて、

引き続き活発な御議論をよろしくお願いしたい。 

閉会の挨拶 

○篠原座長

それでは、第８回核融合戦略有識者会議、これで終わらせていただく。 

以上 


